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告 示
栃木県告示第200号
　補助金等の名称等を定める告示（昭和47年栃木県告示第354号）の一部を次のように改正し、令和７
（2025）年度分の補助金等から適用する。
　　令和７（2025）年４月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　保健福祉部の部医療政策課の款に次のように加える。

令和６年度栃木
県医療機関等物
価高騰対策支援
金

診療報酬などの公定
価格である等の理由
から物価高騰の影響
を価格転嫁できない
医療機関等に対し、

令和６（2024）年４
月１日から令和７
（2025）年３月31日
までの間において使
用した光熱費等

35,000円/床
三次救急医療機関（救命
救急センターを設置する
医療機関）

25,000円/床
病院群輪番制病院（三次
救急医療機関を除く。）
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光熱費等の負担増に
対する軽減を図る。 17,000円/床

保険医療機関（上記以外
の病院、有床診療所）

67,000円/施設
保険医療機関（無床診療
所、歯科診療所）、助産
所

33,000円/施設

訪問看護ステーション、
療養費の発生する施術を
行っている施術所（あん
摩マッサージ指圧師・は
り師・きゅう師及び柔道
整復師が開設している施
術所に限る。）、保険医療
機関から業務を受託して
いる歯科技工所及び衛生
検査所

令和６（2024）年４
月１日から令和７
（2025）年３月31日
までの間において患
者に提供した食料費

5,500円/床
保険医療機関（病院・有
床診療所）

令和６（2024）年４
月１日から令和７
（2025）年３月31日
までの間に交付対象
において使用した車
両燃料費

7,000円/台
（最大３台）

在宅療養支援病院、在宅
療養支援診療所

7,000円/台
（最大２台）

在宅療養支援歯科診療所

7,000円/台
（最大６台）

訪問看護ステーション

（医療政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第201号
　高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第29条の２第１項の規定により次のとおり製造保安責任者免状及
び販売主任者免状（以下「免状」という。）に関する事務を委託したので、高圧ガス保安法施行令（平成９年
政令第20号）第８条第２号の規定により公示する。
　　令和７（2025）年４月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　委託に係る免状交付事務の内容
⑴　免状の交付申請書及び再交付申請書の配布、受付及び整理に関すること。
⑵　免状の作成及び送付に関すること。
⑶　免状台帳の作成、保管及び整理に関すること。
⑷　前３号に掲げる事務に附帯する事務
２　委託に係る免状交付事務を処理する場所
　　高圧ガス保安協会本部
　　東京都港区虎ノ門四丁目３番13号
３　委託期間
　　令和７（2025）年４月１日から令和８（2026）年３月31日まで
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第202号
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　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号）第38条の４の２第１項
の規定により次のとおり液化石油ガス設備士免状（以下「免状」という。）に関する事務を委託したので、液
化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令（昭和43年政令第14号）第７条第２号の規定に
より公示する。
　　令和７（2025）年４月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　委託に係る免状交付事務の内容
⑴　免状の交付申請書、再交付申請書及び書換え申請書の配布、受付及び整理に関すること。
⑵　免状の作成及び送付に関すること。
⑶　免状台帳の作成、保管及び整理に関すること。
⑷　前３号に掲げる事務に附帯する事務
２　委託に係る免状交付事務を処理する場所
　　高圧ガス保安協会本部
　　東京都港区虎ノ門四丁目３番13号
３　委託期間
　　令和７（2025）年４月１日から令和８（2026）年３月31日まで

（工業振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第203号
　肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第７条の規定により、肥料を登録したので、同
法第16条第１項の規定により次のとおり公告する。
　　令和７（2025）年４月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

登録番号 肥料の種類 肥料の名称
保 証 成 分 量
（％）

その他の規格
生産業者の氏名
又は名称及び住所

登 　 録
年 月 日

栃 木 県
第1887号

炭酸カルシ
ウム肥料

粒状１２炭
酸苦土石灰

アルカリ分
52.0

可溶性苦土
12.0

　内く溶性苦土
9.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり

吉澤石灰工業株式
会社

栃木県佐野市宮下
町７番10号

令 和 ６
（2024）年
11月１日

栃 木 県
第1927号

菌体りん酸
肥料

完熟発酵菌
体Ｇペレッ
ト

りん酸全量
1.0

使用される原
料、含有を許さ
れる有害成分の
最大量及びその
他の制限事項
は、公定規格の
とおり

鹿沼化成工業株式
会社

栃木県宇都宮市戸
祭一丁目６番15号

令 和 ６
（2024）年
12月27日

栃 木 県
第1928号

混合有機質
肥料

米ぬか有機
４号

窒素全量
2.8

りん酸全量
3.5

加里全量
1.8

含有を許される
有害成分の最大
量及びその他の
制限事項は、公
定規格のとおり

株式会社関東農産

栃木県那須郡那須
町大字高久甲字道
西2691番地３

令 和 ７
（2025）年
２月20日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第204号
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　肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第12条第２項の規定により、肥料の登録の有効
期間を更新したので、同法第16条第１項の規定により次のとおり公告する。
　　令和７（2025）年４月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

登録番号 肥料の種類 肥料の名称
保 証 成 分 量
（％）

その他の規格
生産業者の氏名
又は名称及び住所

更 　 新
年 月 日

栃 木 県
第1881号

生石灰 ９５生石灰 アルカリ分
95.0

該当なし 村樫石灰工業株式
会社

栃木県佐野市宮下
町１番10号

令 和 ６

（2024）年
11月22日

栃 木 県
第1883号

蒸製骨粉 鶏豚混合蒸
製骨粉２号

窒素全量
4.0

りん酸全量
20.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり

栃木県レンダリン
グ事業協同組合

栃木県宇都宮市下
川俣町211番地

令 和 ６

（2024）年
12月26日

栃 木 県
第1884号

生石灰 ３０苦土生
石灰

アルカリ分
100.0

く溶性苦土
30.0

該当なし 株式会社高村有機
技研

東京都千代田区岩
本町二丁目１番17
号

令 和 ７

（2025）年
１月11日

栃 木 県
第1885号

消石灰 ７２顆粒消
石灰

アルカリ分
72.0

該当なし 株式会社高村有機
技研

東京都千代田区岩
本町二丁目１番17
号

令 和 ７

（2025）年
１月11日

栃 木 県
第1886号

炭酸カルシ
ウム肥料

粒状炭酸苦
土石灰

アルカリ分
55.0

可溶性苦土
15.0

　内く溶性苦土
10.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり

株式会社高村有機
技研

東京都千代田区岩
本町二丁目１番17
号

令 和 ７

（2025）年
１月11日

栃 木 県
第1682号

生石灰 ３０苦土生
石灰

アルカリ分
100.0

く溶性苦土
30.0

該当なし 有限会社リムサー
チ

東京都新宿区新宿
一丁目20番２号

令 和 ７

（2025）年
２月15日

栃 木 県
第1683号

消石灰 ７０消石灰 アルカリ分
70.0

該当なし 有限会社リムサー
チ

東京都新宿区新宿
一丁目20番２号

令 和 ７

（2025）年
２月15日
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栃 木 県
第1684号

炭酸カルシ
ウム肥料

１７炭酸苦
土石灰

アルカリ分
55.0

可溶性苦土
17.0

　内く溶性苦土
11.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり

有限会社リムサー
チ

東京都新宿区新宿
一丁目20番２号

令 和 ７
（2025）年
２月15日

栃 木 県
第1685号

炭酸カルシ
ウム肥料

粒状苦土炭
カル肥料

アルカリ分
55.0

可溶性苦土
15.0

　内く溶性苦土
10.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり

有限会社リムサー
チ

東京都新宿区新宿
一丁目20番２号

令 和 ７
（2025）年
２月15日

栃 木 県
第1770号

混合有機質
肥料

トキタ植物
有機１号

窒素全量
3.0

りん酸全量
4.0

加里全量
2.0

含有を許される
有害成分の最大
量及びその他の
制限事項は、公
定規格のとおり

トキタ種苗株式会
社

埼玉県さいたま市
見沼区大字中川
1069番地

令 和 ７
（2025）年
３月30日

栃 木 県
第1533号

生石灰 野州３０苦
土生石灰

アルカリ分
100.0

く溶性苦土
30.0

該当なし 東洋砿業株式会社

栃木県佐野市吉水
駅前一丁目20番16

令 和 ７
（2025）年
４月４日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第205号
　肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第13条第１項、第２項又は第４項の規定によ
り、肥料の登録事項に係る変更の届出があったので、同法第16条第２項の規定により次のとおり公告する。
　　令和７（2025）年４月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

登録番号 肥料の種類 肥料の名称
生産業者の氏名
又は名称及び住所

変 更 事 項 変 更
年 月 日新 旧

栃 木 県
第1926号

菌体りん酸
肥料

完熟発酵菌
体Ｇ

鹿沼化成工業株式
会社

栃木県宇都宮市戸
祭一丁目６番15号

鹿沼化成工業株
式会社

栃木県宇都宮市
戸祭一丁目６番
15号

鹿沼化成工業株
式会社

栃木県宇都宮市
仲町３番16号

令 和 ６
（2024）年
12月17日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第206号
　肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第14条の規定により、次の肥料の登録は失効し
たので、同法第16条第１項の規定により次のとおり公告する。
　　令和７（2025）年４月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

登録番号 肥料の種類 肥料の名称
保 証 成 分 量
（％）

その他の規格
生産業者の氏名
又は名称及び住所

失 　 効
年 月 日
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栃 木 県
第1750号

生石灰 ３０苦土生
石灰

アルカリ分
100.0

く溶性苦土
30.0

該当なし 株式会社栃木カル
テック

栃木県栃木市河合
町５番３号　岡ビ
ル３階

令 和 ６
（2024）年
10月31日

栃 木 県
第1751号

消石灰 ７０消石灰 アルカリ分
70.0

該当なし 株式会社栃木カル
テック

栃木県栃木市河合
町５番３号　岡ビ
ル３階

令 和 ６
（2024）年
10月31日

栃 木 県
第1753号

炭酸カルシ
ウム肥料

１６炭酸苦
土石灰肥料

アルカリ分
55.0

可溶性苦土
16.0

　内く溶性苦土
11.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり

株式会社栃木カル
テック

栃木県栃木市河合
町５番３号　岡ビ
ル３階

令 和 ６
（2024）年
10月31日

栃 木 県
第1754号

炭酸カルシ
ウム肥料

粒状１５炭
酸苦土石灰
肥料

アルカリ分
55.0

可溶性苦土
15.0

　内く溶性苦土
10.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり

株式会社栃木カル
テック

栃木県栃木市河合
町５番３号　岡ビ
ル３階

令 和 ６
（2024）年
10月31日

栃 木 県
第1801号

混合石灰肥
料

粒状混合石
灰肥料

アルカリ分
75.0

含有を許される
有害成分の最大
量及びその他の
制限事項は、公
定規格のとおり

株式会社栃木カル
テック

栃木県栃木市河合
町５番３号　岡ビ
ル３階

令 和 ６
（2024）年
10月31日

栃 木 県
第1887号

炭酸カルシ
ウム肥料

粒状１２炭
酸苦土石灰

アルカリ分
52.0

可溶性苦土
12.0

　内く溶性苦土
9.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり

吉澤石灰工業株式
会社

栃木県佐野市宮下
町７番10号

令 和 ６
（2024）年
10月31日

栃 木 県
第1879号

炭酸カルシ
ウム肥料

粉状苦土石
灰

アルカリ分
52.0

可溶性苦土
12.0

　内く溶性苦土
9.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり

吉澤石灰工業株式
会社

栃木県佐野市宮下
町７番10号

令 和 ６
（2024）年
10月31日

栃 木 県
第1912号

副産石灰肥
料

ＮＰ－Ｒ アルカリ分
45.0

含有を許される
有害成分の最大
量及びその他の
制限事項は、公
定規格のとおり

ニイヌマ株式会社

宮城県石巻市門脇
字元浦屋敷２番地
の20

令 和 ７
（2025）年
１月23日
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栃 木 県
第1913号

副産石灰肥
料

ＮＰ－Ｒ－
ＴＲＦＣa

アルカリ分
48.0

含有を許される
有害成分の最大
量及びその他の
制限事項は、公
定規格のとおり

ニイヌマ株式会社

宮城県石巻市門脇
字元浦屋敷２番地
の20

令 和 ７
（2025）年
１月23日

（経営技術課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第207号
　次の土地改良区から申請のあった土地改良事業計画の変更に関し、土地改良法（昭和24年法律第195号）第
48条第９項において準用する同法第８条第１項の規定により審査を行った結果適当と決定したので、同条第６
項の規定により公告する。
　なお、同法第48条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、変更後の土地改良事業計画書の
写しを所轄農業振興事務所において縦覧に供する。
　この公告に係る決定に対して異議がある者は、同法第48条第９項において準用する同法第９条第１項の規定
により、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に申し出ることができる。
　　令和７（2025）年４月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 事 業 名 縦 覧 期 間 異 議 申 出 期 限
所 轄 農 業
振 興 事 務 所

喜連川土地改良区 喜連川地区土地改良
（維持管理）事業

令和７（2025）年４月28
日から同年５月28日まで

令和７（2025）年
６月12日

塩 谷 南 那 須
農業振興事務所

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第208号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和７（2025）年４月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

宇 芳 真 土 地 改 良 区 令和７（2025）年４月10日

小山市美田東部土地改良区 令和７（2025）年４月15日

小山市犬塚中久喜土地改良区 令和７（2025）年４月11日

た か は ら 土 地 改 良 区 令和７（2025）年４月14日

大 田 原 市 土 地 改 良 区 令和７（2025）年４月８日

三 栗 谷 用 水 土 地 改 良 区 令和７（2025）年４月14日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○令和７（2025）年度狩猟免許試験の実施
　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号。以下「法」という。）第41条
の規定に基づく令和７（2025）年度狩猟免許試験を次のとおり実施するので、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律施行規則（平成14年環境省令第28号）第51条第２項の規定により公示する。
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　　令和７（2025）年４月25日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

１　対象者
　　栃木県内に住所を有し、狩猟免許を受けようとする者。ただし、次のいずれかに該当する者は、狩猟免許
試験を受けることができない。
⑴　網猟免許及びわな猟免許にあっては18歳に、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許にあっては20歳にそれ
ぞれ満たない者

⑵　精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれが
ある病気として環境省令で定めるものにかかっている者

⑶　麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
⑷　自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者（⑴から⑶
までに該当する者を除く。）

⑸　法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
けることがなくなった日から３年を経過しない者

⑹　法第52条第２項第１号の規定により狩猟免許を取り消され、その取り消しの日から３年を経過しない者
２　狩猟免許試験の日時及び場所

日 時 会 場 会 場 所 在 地
試験を実施する
狩猟免許の種類

定員 実施事務所

７月27日（日）
午前９時30分から

県芳賀庁舎 真岡市荒町116-１ 網猟免許
わな猟免許
第一種銃猟免許
第二種銃猟免許

50名 県 東 環 境
森林事務所

同　　　上
県那須庁舎 大田原市本町２-2828-４ わな猟免許

第一種銃猟免許
60名 県 北 環 境

森林事務所

同　　　上
県安蘇庁舎 佐野市堀米町607 わな猟免許

第一種銃猟免許
50名 県 南 環 境

森林事務所

８月30日（土）
午前９時30分から

日光市大沢公民館 日光市大沢町809-１ わな猟免許
第一種銃猟免許

25名 県 西 環 境
森林事務所

同　　　上
茂木町民センター 茂木町大字茂木151 わな猟免許 50名 県 東 環 境

森林事務所

同　　　上
塩谷町生涯学習セ
ンター

塩谷町大字船生989-１ わな猟免許
第一種銃猟免許

20名 矢 板 森 林
管理事務所

10月17日（金）
午前９時30分から

県上都賀庁舎 鹿沼市今宮町1664-１ わな猟免許
第一種銃猟免許

30名 県 西 環 境
森林事務所

同　　　上
県安蘇庁舎 佐野市堀米町607 わな猟免許

第一種銃猟免許
50名 県 南 環 境

森林事務所

11月30日（日）
午前９時30分から

清原工業団地管理
センター

宇都宮市清原工業団地15-
１

わな猟免許
第一種銃猟免許

40名 県 東 環 境
森林事務所

同　　　上
県那須庁舎 大田原市本町2-2828-４ わな猟免許

第一種銃猟免許
60名 県 北 環 境

森林事務所

同　　　上
塩谷町生涯学習セ
ンター

塩谷町大字船生989-１ わな猟免許
第一種銃猟免許

20名 矢 板 森 林
管理事務所

３　試験の内容
　　狩猟免許の種類ごとに狩猟に関する適性、技能及び知識について行い、その内容は次のとおりである。な
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お、技能試験は、適性試験及び知識試験に合格した者を対象とする。

試 験 科 目 内　　　　　　　　　　　　　　容

適 性 試 験 １　視力
２　聴力
３　運動能力

技 能 試 験 １　猟具の判別（第一種、第二種銃猟免許を除く。）
２　猟具の架設（第一種、第二種銃猟免許を除く。）
３　猟具の取扱い（網猟、わな猟免許を除く。）
４　鳥獣の判別
５　距離の目測（網猟、わな猟免許を除く。）

知 識 試 験 １　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令に関する知識についての筆記試験
２　猟具に関する知識についての筆記試験
３　鳥獣に関する知識についての筆記試験
４　鳥獣の保護及び管理に関する知識についての筆記試験

４　受験申請手続
　　受験申請者は、次に掲げる書類を提出すること。
⑴　狩猟免許申請書
⑵　写真１枚（申請日前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0㎝、横2.4㎝のもの
で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

⑶　住民票抄本（マイナンバーの記載がないもの。複写、コピーしたものは不可。）
⑷　銃の所持許可を現に受けている者については、当該許可証の写し
⑸　１の⑵から⑷までのいずれにも該当しない者であることを証明する医師の診断書（申請日前３月以内の
もの。複写、コピーしたものは不可。ただし、銃の所持許可証の写しを提出する場合、医師の診断書の提
出は不要とする。）

⑹　狩猟免状交付方法の希望について（希望する交付方法に丸をつけて提出すること。また、郵送による交
付を希望する場合、返信用封筒に送付先の住所を記載し、郵送方法に応じた額の切手を添付して提出する
こと。）

５　受験申請場所
　　申請者の住所地を管轄する各環境森林事務所又は矢板森林管理事務所
６　受験申請期間
　　試験の実施日の20日前から10日前まで（ただし、受付期間の最終日が週休日又は休日に当たるときは、そ
の前日まで）
７　試験手数料
　申請に係る手数料は以下のとおり。
⑴　申請に係る狩猟免許と異なる狩猟免許を現に受けている者・・・・・・3,900円
⑵　⑴以外の者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,200円
　　支払いは、収入証紙、ＰＯＳレジ、電子収納のいずれかにより行うこと。詳細は栃木県のホームページ
に記載のとおり。

８　その他
⑴　狩猟免許申請書の用紙は、栃木県のホームページからダウンロードすることができるほか、各環境森林
事務所、矢板森林管理事務所又は一般社団法人栃木県猟友会各支部に請求することができる。

　　なお、郵送を希望する場合は、封筒の表に「狩猟免許申請書請求」と朱書し、返信用封筒（宛先を明記
し、必要な額の切手を貼付したもの）を同封すること。

⑵　この試験についての問合せは、栃木県環境森林部自然環境課、各環境森林事務所、矢板森林管理事務
所、一般社団法人栃木県猟友会又は猟友会各支部に行うこと。

　───────────────────────────────────────────────
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　　　○令和７（2025）年度狩猟免許更新に係る適性検査及び講習の実施
　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第51条第２項及び第４項の規
定に基づく令和７（2025）年度狩猟免許更新に係る適性検査及び講習を次のとおり実施するので、鳥獣の保護
及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則（平成14年環境省令第28号）第59条第２項において準用す
る同令第51条第２項の規定により公示する。
　　令和７（2025）年４月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　対象者
⑴　栃木県内に住所を有し、狩猟免許の有効期間が令和７（2025）年９月14日をもって満了する者
⑵　栃木県内に住所を有し、種類及び有効期間が満了する日の異なる複数の狩猟免許を受けている者は、当
該狩猟免許のうちいずれかの有効期間が令和７（2025）年９月14日をもって満了する場合は、満了する狩
猟免許以外の狩猟免許も更新することができる。

２　適性検査及び講習の日時及び場所

期 日 実 施 時 間 会 場 所 在 地 担 当 事 務 所

６月10日（火） ９:30 ～ 11:00 県塩谷庁舎 矢板市鹿島町20-22 矢板森林管理事務所

６月12日（木）
10:30 ～ 12:00

県芳賀庁舎 真岡市荒町116-１ 県東環境森林事務所
13:30 ～ 14:30

６月15日（日）
10:30 ～ 11:30

日光市中央公民館 日光市平ケ崎160 県西環境森林事務所
13:00 ～ 14:00

６月16日（月）
10:00 ～ 11:00

県那須庁舎 大田原市本町2-2828-４ 県北環境森林事務所
14:00 ～ 15:00

６月20日（金）
９:30 ～ 12:00

県安蘇庁舎 佐野市堀米町607 県南環境森林事務所
13:00 ～ 15:00

７月２日（水）
10:30 ～ 12:00

県河内庁舎 宇都宮市竹林町1030-２ 県東環境森林事務所
13:30 ～ 14:30

７月９日（水）
10:30 ～ 11:30

県上都賀庁舎 鹿沼市今宮町1664-１ 県西環境森林事務所
13:00 ～ 14:00

７月16日（水）
10:00 ～ 11:00

県南那須庁舎 那須烏山市中央１-６-92 県北環境森林事務所
14:00 ～ 15:00

７月19日（土）
９:30 ～ 12:00

県安蘇庁舎 佐野市堀米町607 県南環境森林事務所
13:00 ～ 15:00

７月29日（火） ９:30 ～ 11:00 県塩谷庁舎 矢板市鹿島町20-22 矢板森林管理事務所

８月23日（土）
10:00 ～ 11:00

県那須庁舎 大田原市本町２-2828-４ 県北環境森林事務所
14:00 ～ 15:00

８月24日（日）
10:30 ～ 12:00

県芳賀庁舎 真岡市荒町116-１ 県東環境森林事務所
13:30 ～ 14:30

８月24日（日）
９:30 ～ 12:00

県安蘇庁舎 佐野市堀米町607 県南環境森林事務所
13:00 ～ 15:00
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３　適性検査及び講習の内容

区　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　　容

適 性 検 査 １　視力
２　聴力
３　運動能力

講　　　　習 講習会は対面では実施せず、会場でテキストを配布し、自宅学習で代替する。

４　狩猟免許更新申請手続
　　狩猟免許更新申請者は、次に掲げる書類を提出すること。
⑴　狩猟免許更新申請書
⑵　写真１枚（申請日前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0㎝、横2.4㎝のもの
で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

⑶　住民票抄本（マイナンバーの記載がないもの。複写、コピーしたものは不可。）
⑷　銃の所持許可を現に受けている者については、当該許可証の写し
⑸　次のいずれかに該当する者でないことを証明する医師の診断書（申請日前３月以内のもの。複写、コ
ピーしたものは不可。ただし、銃の所持許可証の写しを提出する場合、医師の診断書の提出は不要とす
る。）
ア　精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれ
がある病気として環境省令で定めるものにかかっている者
イ　麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
ウ　自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者（ア又は
イに該当する者を除く。）

⑹　狩猟免状交付方法の希望について（希望する交付方法に丸をつけて提出すること。また、郵送による交
付を希望する場合、返信用封筒に送付先の住所を記載し、郵送方法に応じた額の切手を添付して提出する
こと。ただし、栃木県猟友会に狩猟免状の受領を委任する場合、本書の提出は不要とする。）

５　狩猟免許更新申請場所
　　申請者の住所地を管轄する各環境森林事務所又は矢板森林管理事務所
６　狩猟免許更新申請期間
　　適性検査及び講習の実施日の20日前から10日前まで（ただし、受付期間の最終日が週休日又は休日に当た
るときは、その前日まで）
７　狩猟免許更新手数料
　　申請に係る手数料は2,900円とする。
　　支払いは、収入証紙、ＰＯＳレジ、電子収納のいずれかにより行うこと。詳細は栃木県のホームページに
記載のとおり。
８　その他
⑴　狩猟免許更新申請書の用紙は、栃木県のホームページからダウンロードすることができるほか、各環境
森林事務所、矢板森林管理事務所又は一般社団法人栃木県猟友会各支部に請求することができる。

　　なお、郵送を希望する場合は、封筒の表に「狩猟免許更新申請書請求」と朱書し、返信用封筒（宛先を
明記し、必要な額の切手を貼付したもの）を同封すること。

⑵　この適性検査及び講習についての問合せは、栃木県環境森林部自然環境課、各環境森林事務所、矢板森
林管理事務所、一般社団法人栃木県猟友会又は猟友会各支部に行うこと。

（自然環境課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○令和７（2025）年度栃木県農業大学校入学試験の実施
　栃木県農業大学校の一般入学試験及び推薦入学試験を実施するので、栃木県農業大学校規則（昭和59年栃木
県規則第74号）第９条第４項により次のとおり公告する。
　　令和７（2025）年４月25日
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　募集人数及び修業年限
　　本県農業の次代を担う優れた農業経営者等を実践的教育により育成するため、次の区分により学生を募集
します。

学 　 　 部 学 　 　 科 専 　 　 攻 募 集 人 数 修 業 年 限

農 業 生 産 学 部
農 業 総 合 学 科

作 物 専 攻

55名

２年

露 地 野 菜 専 攻

施 設 野 菜 専 攻

花 き 専 攻

果 樹 専 攻

畜 産 学 科 － 15名

農 業 経 営 学 部 い ち ご 学 科 － 10名

２　受験資格
○農業生産学部（農業総合学科・畜産学科）
⑴　推薦入学試験
　　次の条件をすべて満たし、在学する高等学校又は中等教育学校の校長の推薦を得た者
ア　高等学校又は中等教育学校を令和８（2026）年３月卒業見込みの者
イ　学業成績が優秀で、品行方正な者
ウ　卒業後、県内において農業に従事する（雇用就農を含む）意思を有する者
エ　当該学科を志望する動機、理由が明白である者
⑵　一般入学試験
　　次のア～ウのいずれかに該当し、エの条件を満たす者
ア　高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び令和８（2026）年３月卒業見込みの者
イ　通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び令和８（2026）年３月修了見込みの者
ウ　学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第150条各号のいずれかに該当する者及び令和８
（2026）年３月31日までにこれに該当する見込みの者
エ　卒業後、県内において農業に従事する（雇用就農を含む）意思を有する者

○農業経営学部（いちご学科）
⑴　一般入学試験
　　次のア～ウのいずれかに該当し、エの条件を満たす者
ア　高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び令和８（2026）年３月卒業見込みの者
イ　通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び令和８（2026）年３月修了見込みの者
ウ　学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第150条各号のいずれかに該当する者及び令和８
（2026）年３月31日までにこれに該当する見込みの者
エ　卒業後、栃木県内において、いちごを経営作物として自営就農する意思を有する者

３　出願手続
⑴　出願期間
○農業生産学部（農業総合学科・畜産学科）

試 験 区 分 出 願 期 間

推 薦 入 学 試 験 令和７（2025）年９月１日（月）～同年９月30日（火）　必着

一般入学試験
前　期 令和７（2025）年11月17日（月）～同年12月12日（金）　必着

後　期 令和８（2026）年１月22日（木）～同年２月３日（火）　必着
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○農業経営学部（いちご学科）

試 験 区 分 出 願 期 間

一般入学試験

第１回 令和７（2025）年８月１日（金）～同年９月５日（金）　必着

第２回 令和７（2025）年10月20日（月）～同年11月14日（金）　必着

第３回 令和８（2026）年１月８日（木）～同年２月３日（火）　必着

（注）１　土曜日、日曜日及び祝日は、願書の受付を行いません。
　　２ 　農業生産学部の推薦入学試験及び一般入学試験（前期）の合格者の合計が募集人数に達した

場合は、一般入学試験（後期）を実施しない（もしくは、学科専攻により募集しない）ことが
あります。

　　３ 　農業経営学部（いちご学科）の第１回及び第２回一般入学試験の合格者の合計が募集人数に
達した場合は、第３回一般入学試験を実施しないことがあります。

⑵　出願方法
　　出願者は、出願書類等を学生募集要項に添付の封筒にて直接持参するか、又は郵送してください。な
お、郵送による場合は特定記録等の授受の記録が残る配達手段にて送付してください。

⑶　入学試験料
　　4,400円
ア　入学試験料は、栃木県収入証紙、校内受付窓口に設置したPOSレジの電子決済機能又は栃木県電子申
請システムによる電子納付機能により納付してください。
イ　栃木県収入証紙（国の収入印紙ではありません）については、入学願書の所定の欄に貼ってくださ
い。栃木県収入証紙は、県庁又は地方庁舎の生協売店、ファミリーマート、ローソンで販売しており
ますが、取扱いのない店舗がありますので、詳しくは県のホームページで御確認ください。（https://
www.pref.tochigi.lg.jp/i02/kaikeika.html又は「栃木県　収入証紙販売所一覧」で検索）
ウ　受付窓口にてPOSレジによる納付を行う場合は、納付後、POSレジにて発行されたレシートを入学願
書の裏面に貼った上で提出してください。
エ　栃木県電子申請システムによる電子納付をする場合は、支払い完了後、「申込内容照会」から表示さ
れた納付情報が「支払済」となっている画面を印刷して出願書類と共に提出してください。（令和７
（2025）年８月１日の願書受付開始日以降、利用可能となる予定です。）
オ　入学試験料は、理由のいかんを問わず返還しません。

⑷　出願書類等

出 願 書 類

農業生産学部
農業経
営学部

備　　　　考
（注）◎印は本校指定様式を使用してください。（本校
ホームページからダウンロードすることもできます。）△
は該当者のみ提出してください。

推薦入
学試験

一般入
学試験

入 学 願 書 ◎ ◎ ◎
　入学試験料の納付については３出願手続⑶入学試験料を
御参考ください。

受 験 票 ◎ ◎ ◎
　出願する入学試験の受験票のみ、必要事項を記入して提
出してください。

出身学校の発行
する調査書
（既卒者は最終
学歴出身学校の
成績証明書でも
可）

○ ○ －

　高等学校又は中等教育学校の在学者の場合は、推薦、一
般の各入学試験の出願時における直近の内容等を記載して
ください。
　指導要録の保存期間終了等の事情により調査書又は成績
証明書が得られない者は、「卒業証明書」に加え「発行で
きない旨を証する書面」を提出してください。
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受験資格を証す
る書類

－ △ ○

　（１ページ）２　受験資格⑵イ、ウに該当する者及び農
業経営学部受験者については、高等学校又は中等教育学校
の卒業（見込み）証明書又はそれに準ずる書類を提出して
ください。

志望動機・将来
の目標及び農業
経営概況等調書

◎ ◎ －
　志望動機及び将来の目標については具体的かつ詳細に記
載してください。

志望動機･就農
計画等調書

－ － ◎
　志望動機及び農業経営等の構想については具体的かつ詳
細に記載してください。各項目には全て内容を記載し、空
欄の無いようにしてください。

写真２枚（入学
願書・受験票に
１枚ずつ貼るこ
と）

○ ○ ○

　出願前３か月以内に無帽で上半身を正面から撮影した、
縦４㎝、横３㎝のものとします。受験票に貼付しない１枚
は裏面に氏名を記入してください。

推 薦 書 ◎ － －
　在学する高等学校又は中等教育学校の校長の推薦を得る
ことが必要です。

受験票返送用
封 筒

◎ ◎ ◎
　特定記録で郵送するため、320円分の切手を貼付し、本
人の宛名を記入してください。

試 験 結 果
送 付 用 封 筒

◎ ◎ ◎
　試験結果（合格者のみ）を郵送するため、本人の宛名を
記入してください。

⑸　出願先
　　〒321-3233　栃木県宇都宮市上籠谷町1145-１
　　栃木県農業大学校　事務部学生課　電話：028-667-0711（代表）
⑹　受験票の送付
　　受験票は、出願期間終了後、出願者に送付します。試験日の３日前までに受験票が到着しない場合は、
本校事務部学生課まで申し出てください。

４　試験実施日
○農業生産学部（農業総合学科・畜産学科）

試 験 区 分 実 施 日 備 考

推 薦 入 学 試 験 令和７（2025）年10月29日（水）
当日の試験時間割は受験票返送時に
送付一般入学試験

前　期 令和８（2026）年１月７日（水）

後　期 令和８（2026）年２月15日（日）

○農業経営学部（いちご学科）

試 験 区 分 実 施 日 備 考

一般入学試験

第１回 令和７（2025）年９月28日（日）
当日の試験時間割は受験票返送時に
送付

第２回 令和７（2025）年12月７日（日）

第３回 令和８（2026）年２月15日（日）

５　試験実施場所
　　宇都宮市上籠谷町1145-１　栃木県農業大学校
６　試験方法及び試験科目
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試験区分

試験方法
及び試験科目

農業生産学部
（農業総合学科・畜産学科）

農業経営学部
（いちご学科）

推薦入学試験 一般入学試験 一般入学試験

小 論 文 ○ － ○

筆 記 試 験

国語総合 － ○ －

数 学 Ⅰ － ○ －

一般教養 － － ○

面 　 　 接 ○ ○ ○

７　合格発表
○農業生産学部（農業総合学科・畜産学科）

試 験 区 分 期 日

推 薦 入 学 試 験 令和７（2025）年11月13日（木）

一般入学試験
前　期 令和８（2026）年１月21日（水）

後　期 令和８（2026）年２月25日（水）

○農業経営学部（いちご学科）

試 験 区 分 期 日

一般入学試験

第１回 令和７（2025）年10月８日（水）

第２回 令和７（2025）年12月17日（水）

第３回 令和８（2026）年２月25日（水）

（注）１　午後１時に栃木県農業大学校内掲示板及び本校ホームページに合格者の受験番号を掲示します。
　　２　合格者に対しては、合格通知及び入学手続に関する書類を郵送します。
　　３　合否についての電話等による問合せには一切応じません。

８　試験結果の簡易開示
　　一般入学試験の筆記試験の科目別得点については、口頭で開示請求することができます。
　　開示を希望する場合は、受験者本人が受験票を持参の上、各合格発表の日から１か月以内に栃木県農業大
学校に来校してください。（電話、ハガキ等による開示請求は一切受け付けません。）
９　その他
⑴　学生寮
　　農業生産学部の第１学年においては、全寮制により１年間寮教育を実施します。
　　※　農業経営学部（いちご学科）の学生は、寮教育の対象となりません。
⑵　授業料等（参考：令和７（2025）年度）
ア　入学料　　　　　5,650円
イ　授業料（年額）　124,800円
ウ　その他　　　寮雑費、教材費、派遣実習費等

（経営技術課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良区役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第19項の規定により公告する。
　　令和７（2025）年４月25日
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名

役職名
退 任 役 員
氏 名

就 任 役 員
氏 名

住 所
退 任
年 月 日

就 任
年 月 日

鬼怒川左岸
土地改良区 理　事 阿久津勝美 宇都宮市ゆいの杜５-７-18

令 和 ７
（2025）.
３.31

〃 大塚　弘之 　〃　　上籠谷町819 〃

〃 菊池　弘光 　〃　　　〃　　2204 〃

〃 若目田文男 　〃　　鐺山町210 〃

〃 大橋　一夫 　〃　　満美穴町28 〃

〃 小池　　茂 小池　　茂 　〃　　板戸町1039 〃
令 和 ７
（2025）.
４.１

〃 渡邊　雅夫 渡邊　雅夫 　〃　　　〃　1091 〃 〃

〃 黒﨑　貞夫 黒﨑　貞夫 　〃　　　〃　1182 〃 〃

〃 島田　邦夫 島田　邦夫 　〃　　氷室町1656 〃 〃

〃 阿久津　司 阿久津　司 　〃　　ゆいの杜６-１-30 〃 〃

〃 阿久津　正 　〃　　　〃　　６-１-28 〃

〃 古山　大功 　〃　　上籠谷町1708-1 〃

〃 樋山　悦夫 　〃　　竹下町432 〃

〃 入江　敏夫 　〃　　鐺山町796 〃

〃 小林　恒夫 　〃　　満美穴町101 〃

監　事 阿久津栄司 　〃　　鐺山町436
令 和 ７
（2025）.
３.31

〃 斉藤　啓一 　〃　　桑島町649 〃

〃 大橋　法明 大橋　法明 　〃　　板戸町1334 〃
令 和 ７
（2025）.
４.１

〃 和氣　好延 和氣　好延 大田原市美原２-3243-12 〃 〃

〃 坂本　敏郎 宇都宮市道場宿1241 〃

〃 齋藤　義明 　〃　　桑島町548 〃

宇 芳 真
土地改良区 理　事 水沼　盛剛 芳賀郡芳賀町大字西水沼2190

令 和 ７
（2025）.
３.31

〃 高野　和己 　〃　　〃　大字西高橋2826-３ 〃

〃 直井　治良 　〃　　〃　　　〃　　4278 〃

〃 阿久津和美 　〃　　〃　　　〃　　455 〃

〃 浅川　敏一 浅川　敏一 宇都宮市氷室町1589-１ 〃
令 和 ７
（2025）.
４.１
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理　事 福田　訓一 福田　訓一 宇都宮市氷室町236
令 和 ７
（2025）.
３.31

令 和 ７
（2025）.
４.１

〃 吉田　郁夫 吉田　郁夫 　〃　　　〃　1565-６ 〃 〃

〃 稲川　嘉明 稲川　嘉明 芳賀郡芳賀町大字西水沼666 〃 〃

〃 大根田　静 大根田　静 　〃　　〃　大字西高橋760 〃 〃

〃 大根田道男 大根田道男 　〃　　〃　　　〃　　1913 〃 〃

〃 小松　　敬 小松　　敬 　〃　　〃　　　〃　　2650 〃 〃

〃 阿久津敬夫 阿久津敬夫 　〃　　〃　　　〃　　380-１ 〃 〃

〃 大関　定雄 大関　定雄 　〃　　〃　　　〃　　566 〃 〃

〃 小池　　要 小池　　要 真岡市上大田和623 〃 〃

〃 嶋田　政明 嶋田　政明 　〃　　〃　　601 〃 〃

〃 高橋　裕忠 高橋　裕忠 　〃　　〃　　212 〃 〃

〃 大塚　進一 大塚　進一 　〃　飯貝806-2 〃 〃

〃 岡田　　毅 芳賀郡芳賀町大字西水沼1783 〃

〃 古谷　康典 　〃　　〃　大字東高橋2806-４ 〃

〃 鈴木　孝佳 　〃　　〃　大字西高橋2537-１ 〃

〃 小澤　孝夫 　〃　　〃　　　〃　　2271-１ 〃

〃 大根田　保 　〃　　〃　　　〃　　245 〃

監　事 細谷　敏雄 細谷　敏雄 真岡市上大田和1099
令 和 ７
（2025）.
３.31

〃

〃 小林　英雄 小林　英雄 芳賀郡芳賀町大字西水沼553 〃 〃

〃 小菅　幸夫 小菅　幸夫 真岡市東沼422 〃 〃

真 岡 市
土地改良区 理　事 上杉　　立 真岡市下籠谷1838

令 和 ７
（2025）.
４.１

小 山 市
犬塚中久喜
土地改良区

理　事 渡辺　　稔 小山市大字中久喜451
令和７
（2025）.
４.１

　───────────────────────────────────────────────
　　　○県営土地改良事業の異種目換地の指定
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第３項において準用する同法第53条の２第１項の規定によ
り、県営荒井町島地区土地改良（区画整理）事業において、次の土地を非農用地区域内に換地する土地として
指定したので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和７（2025）年４月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

市町村 大 字 字 地 番 地 目 用 途 地 積 摘 要

大田原市 荒井 後河原 35の内 畑 畑 119㎡
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（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画変更図書の写しの縦覧
　小山市が都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定によ
り令和７（2025）年３月28日に変更した、小山栃木都市計画緑地の関係図書の写しを同法第21条第２項におい
て準用する同法第20条第２項の規定により、栃木県県土整備部都市政策課において縦覧に供する。
　　令和７（2025）年４月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画変更図書の写しの縦覧
　小山市が都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定によ
り令和７（2025）年３月28日に変更した、小山栃木都市計画公園の関係図書の写しを同法第21条第２項におい
て準用する同法第20条第２項の規定により、栃木県県土整備部都市政策課において縦覧に供する。
　　令和７（2025）年４月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和７（2025）年４月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（ 工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称 ）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

河内郡上三川町大字上蒲生字十三塚2378番５、2378
番14、2378番17、2378番85、2378番86、2378番87、
2378番88、2378番89、2378番90、2378番91、2378番
92、2378番93、字荒田2379番１、2379番２，2379番
５、2379番９、2379番21、2379番 22、2379番 23、
2379番24、2379番25、2379番26、2379番27、2379番
28、2379番 29、2379番 30、2379番 31、2379番 32、
2379番33、2379番34、2379番35、2379番36、2380番
１、2380番３、2380番４、2381番４、2381番５、
2381番６、2381番７

宇都宮市下栗町2301番地７ 栃木エステート株式
会社

芳賀郡芳賀町大字東高橋569番１ 芳賀郡芳賀町大字東高橋733
番地

水 沼 崇 浩

芳賀郡芳賀町大字下高根沢字下原3919番444 芳賀郡芳賀町大字下高根沢
3932番地73

管 　 又 　 由 里 子

下都賀郡壬生町大字上稲葉字吉次内1568番６、1569
番６

下都賀郡壬生町本丸一丁目３
番24号ヴィラーチェＣ202

渡 邉 寛 明

（都市政策課）　
　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。



（379）栃 木 県 公 報 第598号令和７（2025）年４月25日　金曜日

　　令和７（2025）年４月25日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

１　①ＧＩＧＡスクール運営支援センター業務委託　一式　②栃木県教育委員会事務局教育政策課　栃木県宇
都宮市塙田１-１-20　③購入等　④令和７（2025）年３月25日　⑤株式会社エージェント　東京都渋谷区道
玄坂２-25-12　⑥29,900,000円　⑦一般競争入札　⑧令和７（2025）年２月７日　⑪最低価格
２　①個人番号利用事務認証システム機器　一式　②栃木県経営管理部行政改革ＩＣＴ推進課　栃木県宇都宮
市塙田１-１-20　③借入　④令和７（2025）年３月28日　⑤FLCS株式会社関東信越支店　埼玉県さいたま
市大宮区桜木町１-11-20　⑥290,640,000円　⑦一般競争入札　⑧令和７（2025）年２月14日　⑪最低価格
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和７（2025）年４月25日

栃木県真岡県税事務所長　　宗　　川　　普　　行　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

①栃木県芳賀庁舎清掃業務及び公仕業務委託　一式　②栃木県真岡県税事務所　栃木県真岡市荒町116-１　
③購入等　④令和７（2025）年３月25日　⑤ウイズテック株式会社　栃木県宇都宮市宝木本町1650-１　⑥
24,768,000円　⑦一般競争入札　⑧令和７（2025）年２月７日　⑪最低価格
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和７（2025）年４月25日

栃木県下水道管理事務所長　　小　　川　　浩　　一　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

①栃木県下水道資源化工場で使用する重油（JIS K2205 １種１号）令和７（2025）年度第１四半期分　購
入見込数量671㎘　②栃木県下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④令和７
（2025）年３月25日　⑤日本石油販売株式会社　東京都中央区新川２-１-７　⑥94.48円（１ℓ単価）　⑦一
般競争入札　⑧令和７（2025）年１月31日　⑪最低価格
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和７（2025）年４月25日
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発行人　栃木県　〒320-8501　宇都宮市塙田１丁目１番20号

栃木県県北家畜保健衛生所長　　塩　　生　　光　　男　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

①豚熱生ワクチン50頭分一式　10,500本　②栃木県県北家畜保健衛生所長　栃木県那須塩原市千本松800-３
③購入等　④令和７（2025）年３月25日　⑤株式会社科学飼料研究所動薬部関東事業所　群馬県高崎市宮原町
３-５　⑥1,330円（１本単価）　⑦一般競争入札　⑧令和７（2025）年２月７日　⑪最低価格
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和７（2025）年４月25日

栃木県鬼怒水道事務所長　　佐　　藤　　賢　　一　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

①栃木県鬼怒水道事務所及び板戸取水場で使用する電力　予定使用電力量　3,546,000kWh　②栃木県鬼怒水
道事務所　栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積寺1900　③購入等　④令和７（2025）年３月10日　⑤東京電力エ
ナジーパートナー株式会社　東京都千代田区内幸町１-１-３　⑥68,821,333円　⑦一般競争入札　⑧令和７
（2025）年２月７日　⑪最低価格

（会計局会計管理課）　
　───────────────────────────────────────────────


